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　現在、苫田郡鏡野町（一郡一町）は面積419.69㎢、人口13,580人（因みにお隣の津山市は約500㎢
104,000人）、医療機関は２病院（公立１、私立１、病床数計198）、８診療所（公立３、私立５）の
10施設です。主な診療科では産婦人科、泌尿器科、皮膚科、脳神経外科がありませんが、幸いなこ
とに小児科専門医が２人、眼科専門医も２人が診療に従事しています。また、耳鼻咽喉科は週に２
日のペースで診療中です。
　私たち医師会の悩みと言えば、最近の20年間で新規開業が全くないことです。そして閉院は５診
療所で、結果として開業医は高齢化を目指して一直線で進んでいます。しかも、旧一町二村で診療
していた開業医はいずれも高齢のため閉院し、それぞれに公立診療所が開設されています。しかし、
これらの三診療所はいずれも赤字であり、母体である公立病院の黒字で賄われているのが現状です。
　もし、この赤字を問題視された場合、必然的に三診療所の統廃合が視野に入ってきます。しかし、
これらの診療所は地域医療の根幹であり、最前線でもあります。仮にこれらが統廃合されたとした
ら、診療所から離れた地域にある住民は在宅での医療を受けることが難しくなります。まして、自
宅での最期を迎えることは不可能に近いでしょう。なぜなら、患者宅が診療所から片道一時間前後
の距離になれば頻回の往診・訪問診療は不可能ですし、冬季は積雪と路面凍結が予想されるのでま
すます困難になります。
　上述の事情以外にもう一点、気になることがあります。それは町立診療所が開設されて無医地区
になることは回避できたのですが、これらの医療機関で診療する医師は本院である町立病院から派
遣されていて、夕方には帰院してしまうので夜間は無医地区、無医町村になってしまうことです。
しかも医師不足の煽りを受けて週３～４日しか診療されていません。したがって夜間や休診日に発
病したり急変した時、通院手段を持たない患者さんは我慢するか救急車を依頼するしか方法がない
のが現状です。

　今、TPP問題と医療・介護・福祉に使う財源不足が指摘され、結果として世界で最も進んだ医療
制度である国民皆保険制度自体の足許が大きく揺らいでいます。私たち医療人は力を合わせて先輩
達が作り上げたこの素晴らしい制度を守り、更に発展させたいと願っています。そして、今回、拙
文で紹介した事柄が解決できれば幸いです。
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他科の先生に
知って欲しい 内科編①

総合診療医について
 岡山県内科医会　福　岡　英　明

　大病院に軽症の患者がおしかけるのは高度医療信仰やマスコミの専門医医療
の称賛など多くの原因があるが、一方、一般国民からみると多くの科を掲げて
いる診療所の専門性が判りにくい面が拍車をかけているという見方もある。
　この受療行動を受けて、30年前の家庭医創設の失敗から再び数年前より厚労
省主導で日本医師会や日本プライマリ・ケア連合学会の総合医の名称問題や専
門医制度が脚光を浴びている。
　社会保障審議会医療部会は様々な診療科を掲げているかかりつけ医に患者は

どこに行けば良いか判断しにくいとし、医師の偏在、在宅医療の推進、幅広い臨床能力、多職種連
携など担う総合診療医の養成を国に求めた。
　厚労省は「専門医のあり方に関する検討会」報告書に基づき、2017年度から第三者機関を設置し、
新しい専門医制度を実施することになった。新しい専門科として、総合診療の専門教育を開始する
ことを発表した。
　新しい専門医制度は基本領域とサブスペシャリティーの２階建てで基本領域（19領域）の中に内
科や小児科などと一緒に総合診療が入ってきた。その上に、サブスペシャリティー 17領域がある。
　将来、内科と総合診療と二つの専門医を取ることは難しく、内科専門医を取り、サブスペシャリ
ティー（消化器、循環器など）を取ると30歳後半になる。かかりつけ医機能を持った総合診療医が
地域医療を担い、内科専門医は専門性を特化した専門医になるのだろうか。ここまでよく似た機能
を分断する必要があるのか正直言って疑問に思う。
　しかし、現在の地域医療はまったなしの対応に迫られている。多くのかかりつけ医は総合医の役
割を担っている。地域医師会が住民も含めた多職種連携の在宅ケア、看取りや認知症対策など地域
に合ったかしこいシステムを作る時期にきている。そこには、どこにいったらいいかわからない住
民はいなくなるはずだ。


